
３月９日、としま産業振興プラザに本

部執行委員と各支部から中央委員、代議

員が集まり第22回中央委員会を開催しま

した。

津田執行委員長は冒頭のあいさつで

「各職場で繁忙期となっている中、組合

員の皆さんは職場政策の一環として稼働

を上げるため様々な協力をしている。し

かし、組合員の過度な負担によって不満

が高まることがないよう留意して職場政

策に取り組んでいただきたい。」「裁量

労働制法案は見送られることになったが、

また出てくることは間違いない。私たち

の賃金労働条件を守るためには、賃上げ

闘争と政治の取り組みを両輪で取り組ん

でいく必要がある」と述べました。

審議事項で熊谷書記長は「年金や健康

保険料など社会保険料の負担増や輸入物

価の高騰などで組合員の生活が改善され

ていない。長時間労働が恒常化しており

疲労が蓄積している。賃金を社会水準並

みに引き上げるためにも、大幅賃上げと

一時金の確保で生活改善を果たそう」と

の18春闘方針案と統一要求案を提案し、

方針をもとに全支部が連帯して闘うこと

を満場一致で意思統一しました。
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２月11日 八王子中央支部 方針学習会

生涯賃金制度を確立している支部は、定期昇

給の確実な履行と残業単価の分母の改善要求や

支部要求の前進、また、争議支部となっている

市川中央支部の支援を確認し意思統一しました。

学習会の講師となった熊谷書記長は、足立支

部の未払い賃金問題や、今年４月の「無期転換

ルール」について解説し、未組織職場の契約社

員とも連帯し全国の自教労働者やすべての労働

者の生活底上げを訴えました。

２月11日 金町支部 方針学習会

賃金・労働条件を引き上げるために、金町支

部を取り巻く情勢や社会水準の賃金など、情報

を共有したうえで仲間と団結し、要求前進に向

けて奮闘していくことを意思統一しました。講

師は伏見支部長が行いました。

２月25日 王子支部 方針学習会

今年の春闘で定昇平均約8,000円となってい

る支部は、職場政策として行っている時短や合

格率の向上が一定の成果を上げていることから

も、ベースアップを求めていくことを確認しま

した。また、厚生労働省のガイドラインにも触

れ、就業時間外の洗車や制服の着替えについて

も支部要求に設定し闘っていくことを確認しま

した。

また、「無期転換ルール」や「裁量労働制の

問題点」についても学習会を行い、政治の取り

組みについても提案し確認されました。

２月18日 豊島支部 学習会

支部の取り巻く情勢を共有し、定期昇給＋ベー

スアップの実現を目指し、仲間と団結し奮闘し

ていくことを確認しました。
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厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使

用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

平成29年１月20日策定
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２０１８年春季統一要求書

東自教労組は、三月九日に「勝ち取ろう、家族の笑顔と、明るい未来」をメインスローガンと

した第二二回中央委員会を開催し、満場一致で春闘方針と統一要求を確認しました。中央委員会

の討論では、①自教労働者の賃金が社会水準から総じて低いものになっている、②収入のうち直

接税や公的年金・健康保険料など社会保険料の占める比率が年々高まっている他、円安政策によ

る輸入物価の高騰などの影響で組合員の生活が厳しいものになっている。③年収を確保するため

長時間労働が恒常化しており疲労が蓄積しているなどの意見が多数寄せられ、早急な対策が必要

であることがあらためて確認されました。とりわけ社会水準の賃金として、東京都中小企業賃金

事情平成二九年度版で全常用労働者の平均賃金が三五一九五七円（ 平均年齢四一．九歳、平均

勤続年数一〇．七年）を具体的な到達目標として闘っていくことを意思統一しました。

また、今後の自教労働者の確保と中途採用者の生活を守るために初任給の引き上げが必要との

意見も大半を占めました。

貴社におかれては、統一要求の趣旨を理解され、組合員の切実な要求である左記統一要求の円

満解決を図られるよう要求致します。

記

一、全ての自教労働者に一〇〇〇〇円以上の賃上げを行うこと。

二、生涯賃金制度について労使協議を行い導入すること。

三、年間一時金として平均一五〇万円以上を支給すること。配分は夏期分四五％、冬期分五五％

とし、夏期分は七月六日、冬期分は一二月七日までに支給すること。

四、初任給を引き上げること。

五、その他、別紙による各支部ごとの要求を解決すること。

六、右要求について三月 日に団体交渉を行い回答すること。

以 上



京都地裁弁護士会館 前列左側が北脇組合員

京自教光悦分会の組合員が2013年6月29日に光

悦自動車教習所の課長から暴言や暴行、脅迫を

受けた事件で、損害賠償を求め提訴していた裁

判は２月２日に、被告課長に７０９条に基づく

不法行為責任を負い、被告会社に民法７１５条

１項に基づく使用者責任を負うと認められると

して組合勝訴となる判決が下りました。

裁判所の事実認定（要旨）

被告（課長）が部下である原告に対して対面

して指導している最中に、原告のすぐ横の壁を

蹴った行為は、たとえそれが原告に直接向けら

れたものでないとしても、原告から見れば、自

分に向けられたのと同様に感じても不合理がな

い行為である。

被告（課長）の行為は、１回だけのもので

はあるが、石膏ボードとはいえ穴を

空けるほどに強く蹴っていることか

らすると、原告に相応の威圧感を与

える行為であるというべきである。

被告（課長）が原告の指導中にそ

のすぐ横の壁を蹴破った行為は、指

導中にされる行為としての社会的相

当性を逸脱した違法性を認めざるを

得ないというべきである。

しかし、裁判所の事実認定に一部誤

認があることから控訴する方針を確

認しました。

主文の要旨は以下の通りです。
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主文

1 被告らは、原告に対し、連帯して5万5000

円及びこれに対する平成25年6月29日から支払

い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用はこれを40分し、その39を原告の、

その余を被告らの負担とする。

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行する

ことができる。


